
 
資料３－２ 

２０２３年 ５月１６日 

 

原子力規制委員会への原子力防災訓練実施結果の報告について 
 

 当社は、本日、原子力災害対策特別措置法第 13条の 2第 1項※1の規定に基づき、2021年

12月から 2023年 1月までに実施した原子力防災訓練の結果をとりまとめ、原子力規制委員

会へ報告しましたので、お知らせします。 

 当社は、今後とも、泊発電所の安全確保に努めるとともに、防災訓練の実施と抽出課題の

着実な解決を継続的に行い、緊急時対応の改善を積み重ねてまいります。 

 

【添付資料】 

１．原子力防災訓練実施結果に係る報告の要旨 

２．防災訓練の結果の概要（総合訓練※２） 

  ３．防災訓練の結果の概要（要素訓練※３） 

 

※１ 原子力災害対策特別措置法第 13条の 2第 1項 

   原子力事業者は、実施した原子力防災訓練の結果を原子力規制委員会に報告するとともに、その

要旨を公表しなければならない。 

※２ 総合訓練 

   各要素訓練を組み合わせて、主に泊発電所、本店等との情報連携対応の能力向上を図るための 

訓練。 

※３ 要素訓練 

現場における操作手順の習熟などを目的として実施する個別の訓練。 
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原子力防災訓練実施結果に係る報告の要旨 

 

Ⅰ．総合訓練 

  各要素訓練を組み合わせて、主に泊発電所、本店等との情報連携対応の能力向上を図るとともに、

発電所対策本部の緊急時対応能力向上を図るための訓練。 

２０２２年度の訓練は、「原子力事業者の緊急時対応に係る訓練及び規制の関与のあり方に係る 

意見交換※１」での原子力規制庁との協議結果を踏まえ、新たな試行として「原子力緊急事態（ＧＥ）

に至らないシナリオでの訓練※２」に取り組み、２部制（第１部：ＧＥに至らない訓練、第２部：原子

力災害対策特別措置法（以下、「原災法」という。）第１５条事象に係る通報・連絡訓練）による訓練

を実施。 

報告事項 主な報告内容 

１．実施日時 ２０２３年１月２７日（金）１３：３０～１７：１５《第１部訓練》 

２０２３年１月２７日（金）１０：００～１０：３０《第２部訓練》 

２．参加人数 ２３６名 

３．想定した

原子力災害

の概要 

１～３号機（１・３号機は新規制基準適合プラント、２号機は新規制基準未適合プラント

の想定）の発災とし、蒸気発生器給水機能の喪失等により、原災法第１０条事象※３に  

進展する原子力災害《第１部訓練》および一次冷却材喪失時における、非常用炉心冷却 

装置による注水不能により、原災法第１５条事象※４に進展する原子力災害《第２部訓練》

を想定。 

４．訓練の内容 訓練参加者に対しては、事故想定を非開示とするブラインドとして、訓練を実施。 

〔訓練項目〕 

(1)緊急時通報・連絡訓練〔泊発電所・本店〕 

(2)原子力災害対策本部設置訓練〔泊発電所・本店〕 

(3)環境放射線モニタリング訓練〔泊発電所〕 

(4)退避誘導訓練〔泊発電所〕 

(5)原子力災害医療訓練〔泊発電所・本店〕 

(6)シビアアクシデント※５対応訓練〔泊発電所〕 

(7)緊急時対応訓練※６〔泊発電所・本店〕 

(8)原子力緊急事態支援組織※７対応訓練〔本店〕 

(9)資機材輸送・取扱訓練〔泊発電所〕 

５．訓練の評価 総合訓練において設定した訓練目的に対する評価結果は以下のとおり。 

【訓練目的】 

原子力災害が発生した状況下において、泊発電所および本店の原子力防災組織が有効

に機能することを確認するとともに、事故対応能力の向上を図る。 

【評価結果】 

原子力災害を想定した今回の訓練において、以下の結果となったことから、訓練目的を

概ね達成できたと評価する。 

・泊発電所および本店の各原子力防災組織は、原子力災害発生時におけるそれぞれの役割

を果たし、概ね良好な対応を行うことができたことから、訓練目的のうち「原子力防災

組織が有効に機能していること」を確認した。 

・前回の総合訓練（２０２１年１１月２６日実施）において抽出した主な改善点を含めた

事故対応能力の向上を図るために設定した達成目標を概ね達成できたことから、訓練

目的のうち「事故対応能力の向上を図ること」を確認した。 

・なお、原子力規制庁緊急時対応センター（以下、「ＥＲＣ」という。）※８への事象説明に

時間を要したことや、事故収束に向けた全体的な戦略説明の不足については、後述の 

とおり改善点を抽出していることから、優先的な改善を行う。 
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６．今後に向け

た改善点 

 

今回の総合訓練において抽出した主な改善点は以下のとおり。 

⚫ 原子力災害発生時に遅滞なく情報共有を行うために必要となる備付け資料の充実 

〔本店〕 

本店対策本部要員からＥＲＣへの事象概要に関する説明は、今回発生した事象（主蒸

気管漏えい）の概要を容易に説明できる資料の準備が不足し、ＥＲＣとの情報共有に 

時間を要した。そのため、事象概要を容易に説明できるプラント概要図等の資料を追加

で整備し、教育・訓練により有効性を確認することで、遅滞なく情報共有できる資料の

充実を図る。 

⚫ 分かりやすい全体的な戦略説明を行うために必要となる対応の見直し〔本店〕 

本店対策本部要員からＥＲＣへの事故収束に向けた戦略説明は、ＣＯＰ※９の変更箇

所が中心となってしまい、全体的な戦略説明が不足した。そのため、全体的な戦略説明

が理解・把握しやすくなるように、ＣＯＰの発行頻度やＴＶ会議システムでの画面共有

による説明方法を見直すとともに、ＣＯＰ様式の見直しを図る。 
 

Ⅱ．要素訓練 

  現場における操作手順の習熟などを目的として実施する訓練。 

報告事項 主な報告内容 

１．実施期間 ２０２１年１２月１日（水）～２０２３年１月３１日（火） 

２．訓練の内

容、訓練回

数、参加人

数 

訓 練 内 容 訓練回数 参加人数 

(1)緊急時通報・連絡訓練 ２回 ２９名 

(2)原子力災害対策本部設置訓練（模擬ＥＲＣプラント

班との情報共有に係る訓練を含む） 
３回 ３４６名 

(3)環境放射線モニタリング訓練 ３３回 １１２名 

(4)退避誘導訓練 ６回 ３１名 

(5)原子力災害医療訓練 ７回 ４８名 

(6)シビアアクシデント対応訓練 １１回 １４４名 

(7)緊急時対応訓練 

①初期消火訓練※１０ 

②運転班・機械工作班・電気工作班が実施した緊急

時対応訓練 

③軽油汲み上げ・配油訓練※１１ 

④その他訓練 

 

１０２回 

８００回 

 

６回 

６１２回 

 

５０３名 

４，１５１名 

 

１４１名 

３，７５８名 

(8)原子力緊急事態支援組織対応訓練 １１回 ６８名 

(9)資機材輸送・取扱訓練 ６回 ２８名 

３．訓練の評価 各要素訓練を通して、手順書等の適用性や要員・資機材確認等の検証を行い原子力災害 

発生時に必要となる手順等の習熟および改善を図ることができたと評価する。 
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【用語の補足】 

※１ 原子力規制庁と原子力事業者間において、原災法に基づく原子力事業者防災訓練や核燃料

物質および原子炉の規制に関する法律の要求に基づく教育・訓練等を含め、その実効性の

向上や評価のあり方を協力して検討するための会議。 

※２ 従来の訓練では事故・故障により使用できず事故収束のための対応として選択肢になかっ

た設備を使用可能とすることで、発電所対策本部が検討の幅を広げ、ＧＥ事象に至らない

よう事故収束に向けた戦略立案を行うなど、多様なシナリオ設定が可能となり、さらなる

緊急時対応能力の向上が期待できる訓練。ただし、ＧＥ事象に至らないため、原災法で実

施が要求させているＧＥ事象以降の訓練を別途行う必要があり、訓練試行においては２部

制訓練として実施。 

※３ 原災法第１０条事象は、原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性の

ある事象が生じたため、原子力施設周辺において緊急時に備えた避難等の主な防護措置の

準備を開始する必要がある事態となる事象。 

※４ 原災法第１５条事象は、原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性が

高い事象が生じたため、迅速な防護措置を実施する必要がある事態となる事象。 

※５ 原子炉の燃料が重大な損傷を受けるなど、原子力発電所の設計時の想定を超える過酷事故。 

※６ シビアアクシデント発生時などに必要となる現場操作や手順を確認するための訓練。 

※７ 放射性物質による汚染により原子力事業所災害対策に従事する者が容易に立ち入ること

ができない場所において、必要な遠隔操作が可能な装置等の資機材を管理し、原子力災害

が発生した原子力事業者への支援を行う外部支援組織。 

※８ 原子力規制庁に設置される緊急事態発生時の対応拠点であり、ＥＲＣプラント班は原子力

事業者から事故状況等の情報収集等を行うためのＥＲＣを構成する班の一つ。 

※９ Common Operational Picture の略号。原子炉への注水状態などのプラントに関する情報

を、発電所および本店、ＥＲＣなどの発電所外の関係組織と共有するための図面。 

※１０発電所施設・設備に火災が発生した場合における初期段階で発電所対策要員などが行う 

消火活動の手順の確認や操作の習熟を目的として行う訓練。 

※１１事故対応設備・施設を駆動するために必要となる燃料（軽油）を貯油槽から汲み上げ、   

事故対応設備・施設へ補給するための手順の確認や操作の習熟を目的として行う訓練。 
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防災訓練の結果の概要（総合訓練） 

 
１. 訓練目的、達成目標、検証項目 

本訓練は、「泊発電所 原子力事業者防災業務計画 第２章 第７節 第１項 社内における訓練」に基づき

実施するものであり、以下の項目に主眼を置き、原子力災害に対する事故対応能力の向上および習熟を

図るものである。 

今年度の訓練は「原子力事業者の緊急時対応に係る訓練及び規制の関与のあり方に係る意見交換

（第４回）」において事業者対応方針として示した訓練試行のうち「原子力緊急事態（ＧＥ）に至る

ことを求めないシナリオでの事業者防災訓練」に取り組み、２部制（第１部：ＧＥに至ることを求め

ない訓練、第２部：原子力災害対策特別措置法（以下、「原災法」という。）第１５条事象に係る    

通報・連絡訓練）による訓練を実施した。 

 

（１）訓練目的 

原子力災害が発生した状況下において、発電所および本店の原子力防災組織が有効に機能する 

ことを確認するとともに、事故対応能力の向上を図る。 

 

（２）達成目標 

 上記（１）の訓練目的のうち、事故対応能力の向上を図るため、２０２２年度に重点的に取り組

む項目は以下のとおり。 

《第１部訓練》 

a． 本部要員活動表（発電所対策本部の各本部要員の活動内容を整理した表）を活用し、交代要員

でも対応できること。 

b． ＥＲＣ対応者を拡充し、対応できること。 

c． ＥＲＳＳを使用した情報共有（ＥＲＣ－本店）が定着していること。 

d． 戦略や対応手段に関するＥＲＣ対応要員と発電所対策本部要員との発話ルールを検討、確立 

すること。 

e． ＥＲＣからの質問事項の伝達ルート・処理方法を検討、運用することにより、発電所を含めた

対応箇所へ確実に伝達し、適切に回答できること。 
f． 発電所と本店間で事故の進展予測および収束対応戦略に関する基本的な共通認識を深め、情報

共有ツール（ＣＯＰ、チャットシステム）の充実を図り、極力発電所に確認することなく、   

ＥＲＣへの情報提供が遅滞なく行えること。 

g． 戦略に影響する不測の事態（計器の故障、人為的ミス等）が発生した場合に対応できること。 

h． 現場において不測の事態（複数の現場マルファンクション）が発生した場合に対応できること。 

i． オフサイトセンターにおける関係自治体および規制当局との連携または連携を想定し、合同対

策協議会等の会議体へ適切に情報提供ができること。 

j． これまでの訓練から抽出した改善点が改善されていること。 

《第２部訓練》 

k． 原災法第１５条事象に係る通報について、適切かつ迅速に実施できること。 

l． 原災法第１５条事象認定会議において、適切かつ簡潔に説明できること。 

 

（３）検証項目 

 上記（２）の達成目標の達成可否を判断する基準として、以下の検証項目を設定する。 

《第１部訓練》 

a． 発電所において、本部要員活動表を活用し、交代要員でも漏れなく発電所対策本部内の対応が

行われることを確認する。〔訓練項目：７．（２）【発電所】〕 

b． 本店において、１、２号機と３号機で役割分担を明確にし、これまでＥＲＣ対応の経験がない

要員を一部配置しても、滞りなくＥＲＣプラント班へ情報提供できることを確認する。 

〔訓練項目：７．（２）【本店】②〕 

c． 本店において、ＥＲＣ対応要員からＥＲＣへの情報提供は、プラント状態や特定事象の進展に

合わせ、効果的にＥＲＳＳを活用していることを確認する。 
〔訓練項目：７．（２）【本店】②〕 

d． 発電所および本店において、見直した発話ルールにより、ＥＲＣ対応要員と発電所対策本部間

での戦略や対応手段に関する問合せが支障なく行われることを確認する。 

〔訓練項目：７．（２）【発電所】および【本店】②〕 
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e． 本店において、見直した伝達ルート・処理方法により、ＥＲＣからの質問事項を発電所へ確実

に伝達することで、漏れなくＥＲＣに回答できることを確認する。 

〔訓練項目：７．（２）【本店】②〕 

f． 本店において、拡充したＥＲＣ備付け資料および様式・発行ルートを見直したＣＯＰを活用し、

ＥＲＣに遅滞なく情報提供ができることを確認する。 

〔訓練項目：７．（２）【本店】①および②〕 

g． 発電所において、計器の故障やパラメータ確認に係る人為的ミスが発生した場合においても、

プラントの状況把握を行い、戦略を立案できることを確認する。 

〔訓練項目：７．（２）【発電所】〕 

h． 発電所において、現場での複数マルファンクション発生に対し、確実に対応できることを確認

する。〔訓練項目：７．（７）【発電所】①〕 

i． 本店において、オフサイトセンターに参集した要員により、プラント状況説明資料を作成し、

現地事故対策連絡会議※１（模擬）においてプラント状況を報告でき、質疑応答ができることを

確認する。また、現地事故対策連絡会議（模擬）において、プラント状況説明を行ったことを、

本店対策本部に情報連絡できることを確認する。〔訓練項目：７．（７）【本店】①〕 

※１：２部制訓練の試行により、第１部訓練における現地事故対策連絡会議での確認とする。 
j． 発電所および本店において、改善点に対する対策が有効に機能していることを確認する。 

（a） 発話内容の明確化〔訓練項目：７．（２）【発電所】および【本店】②〕 

（b） 質問事項に対する伝達ルート・処理方法の見直し〔訓練項目：７．（２）【本店】②〕 

（c） ＣＯＰ２の運用性向上〔訓練項目：７．（２）【発電所】および【本店】②〕 

（d） 他電力訓練から得られる知見を活用した説明性の向上〔訓練項目：７．（２）【本店】②〕 

《第２部訓練》 

k． 発電所において、原災法第１５条事象に係る通報について、記載の誤記、記載漏れ等がなく、

適切かつ迅速に実施できることを確認する。〔訓練項目：７．（１０）【発電所】〕 

l． 本店において、原災法第１５条事象認定会議において、発生事象、事象進展の予測、事故収束

対応等の説明を適切かつ簡潔にできることを確認する。〔訓練項目：７．（１１）【本店】①〕 

 

２. 実施日時および対象施設 

（１）実施日時 

《第１部訓練》２０２３年１月２７日（金）１３：３０～１７：１５ 

《第２部訓練》２０２３年１月２７日（金）１０：００～１０：３０ 

 

（２）対象施設 

泊発電所 １、２、３号機 
 
３. 実施体制、評価体制および参加人数 

（１）実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泊発電所 

東京支社 
情報連絡 

情報連絡 

支援 

原子力規制庁緊急時対応センター 

（ＥＲＣ） 

※１ 

※１ 統合原子力防災ネットワーク接続 

※２ ERSS により情報共有実施（第１部訓練のみ） 

※３ 第２部訓練の実施箇所 

泊発電所原子力災害対策本部 

現場 

指示 報告 

総合管理事務所 Ｓ／Ｂ 

（中央制御室を模擬） 

指示 

通報連絡 

報告 

指示 

※２，３ 

※２，３ 

通報連絡 

原子力事業所災害対策支援拠点 

報告 

オフサイトセンター 
（プラントチーム・事業者ブース） 

情報連絡 

情報連絡 

原子力緊急事態支援組織 

支援要請連絡 

他電力支援拠点 
（江別市） 

 

事業者間協力協定事業者 
（幹事会社） 

 

派遣 

本 店 
原子力施設事態即応センター 

 

 

本店原子力災害対策本部 

ERC 対応ブース 

※２ 

※３ 
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（２）評価体制 

泊発電所は、訓練参加者以外の社員１３名および社外評価者２名が評価する体制とし、即応セン

ターにおいては、訓練参加者以外の社員５名および社外評価者２名が評価する体制とした。 

評価に当たっては、訓練事務局が評価者による評価チェックシートの記載および訓練の振り返り

として訓練終了後に実施した発電所と本店による反省会等を踏まえ、評価を実施した。 

 

（３）訓練参加人数 

〈合計〉             ２３６名 

〈内訳〉 

泊発電所          ： １３４名（評価者含まず） 

    即応センター（東京支社含む）： １０２名（評価者含まず） 

 

４. 防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

（１）プラント運転状況（第１部訓練、第２部訓練共通） 

１号機 ： 定期検査停止中（モード外） 

２号機 ： 定期検査停止中（モード外） 

３号機 ： 定格熱出力一定運転中（モード１） 

 

（２）シナリオ概要 

a. 第１部訓練 

平日日中時間帯において、自然災害を起因事象とし、原災法第１０条事象に至る原子力災害を  

想定。詳細は表１のとおり。 

  

表１．シナリオ概要（第１部訓練） 

時刻 
１号機 

【新規制基準適合】 

２号機 

【新規制基準未適合】 

３号機 

【新規制基準適合】 

発災前 

定期検査停止中 

（新規制基準適合後の 

燃料装荷前） 

定期検査停止中 定格熱出力一定運転中 

13:30 

地震発生（震度６弱） 

予備変圧器故障 

・非常用設備制御盤故障「ＣＢ故障」 ・使用済燃料ピットゲー

トからの漏えい発生 
 

13:40   
・格納容器内での２次冷却材漏えい

兆候確認 

13:45   ・緊急負荷降下開始 

13:55 

地震発生（震度６弱） 

２７５ｋＶ４回線喪失 

・Ａ－ディーゼル発電機

起動 

・Ｂ－ディーゼル発電機

起動 

・Ａ－ディーゼル発電機

起動失敗 

・Ｂ－ディーゼル発電機

起動 

・地震加速度大による原子炉、ター

ビンおよび発電機トリップ 

・Ａ－ディーゼル発電機起動 

・Ｂ－ディーゼル発電機起動 

14:00   
・Ａ－制御用空気配管（格納容器

内）破断 

14:02   ・Ａ－加圧器逃がし弁機能喪失 

14:05 
・ＤＢ設備による使用済

燃料ピット補給不可 
  

14:15 

・可搬型大型送水ポンプ

車による使用済燃料ピ

ットへの給水準備開始 

・Ｂ－ディーゼル発電機

トリップ 

・全交流電源喪失 

 

14:25  
・代替非常用発電機に 

よる給電準備開始 
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時刻 
１号機 

【新規制基準適合】 

２号機 

【新規制基準未適合】 

３号機 

【新規制基準適合】 

14:26   
・格納容器圧力高による非常用炉心

冷却装置作動 

14:35   

・６－３Ａ母線故障 

・Ａ－ディーゼル発電機トリップ 

・６－３Ａ母線短絡により火災発生 

・Ａ－安全補機開閉器室火災警報 

発信 

・Ａ－安全補機開閉器室ハロン消火

設備不動作 

14:36   

・タービン動補助給水ポンプ起動 

失敗 

・ＳＧ直接給水用高圧ポンプによる

給水準備開始 

14:37   

・Ｂ－安全補機開閉器室火災警報 

発信（誤動作） 

・Ｂ－安全補機開閉器室ハロン消火

設備動作 

14:40  
・代替非常用発電機起動

および受電成功 
 

15:00   

・Ａ－蒸気発生器ドライアウト 

・Ｂ－蒸気発生器水位計（広域）  

故障（水位低下レート鈍化） 

15:20   ・Ｂ－蒸気発生器ドライアウト 

15:25   

・Ｂ－電動補助給水ポンプトリップ 

【原災法第１０条事象】 

＜ＳＥ２４：蒸気発生器給水機能の

喪失＞※１ 

15:37   
・ＳＧ直接給水用高圧ポンプ起動 

失敗 

15:40 

・原子炉補助盤監視機能

喪失 

【原災法第１０条事象】 

＜ＳＥ５１：原子炉制御

室 他 の 一 部 の 機 能  

喪失・警報喪失＞※１ 

  

15:45   ・Ｂ－制御用空気圧縮機トリップ 

16:00 
・使用済燃料ピットゲー

トからの漏えい停止 
 ・泊幹線１号線電圧確立 

16:02   ・６－３Ｃ、Ｄ母線受電 

16:14   ・所内用空気圧縮機起動 

16:15   ・電動主給水ポンプ起動 

16:20 

・可搬型大型送水ポンプ

車による使用済燃料ピ

ットへの給水準備完了 

  

16:25   ・Ｃ－蒸気発生器への給水開始 

16:31   ・Ｃ－主蒸気逃がし弁調整開 

※１ 各号機で最初に発生する原災法第１０条に該当する事象のみ記載。  
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b. 第２部訓練 

平日日中時間帯において、自然災害を起因事象とし、原災法第１５条事象に至る原子力災害を

想定。詳細は表２のとおり。 

 

表２．シナリオ概要（第２部訓練） 

時刻 
１号機 

【新規制基準適合】 

２号機 

【新規制基準未適合】 

３号機 

【新規制基準適合】 

発災前 

定期検査停止中 

（新規制基準適合後の 

燃料装荷前） 

定期検査停止中 定格熱出力一定運転中 

7:45 
地震発生（震度６弱） 

予備変圧器故障 ・非常用設備制御盤故障「ＣＢ故障」 

7:50   
・１次冷却材漏えい発生（小破断 

ＬＯＣＡ） 

8:02   ・緊急負荷降下開始 

8:17   
・発電機出力２５％にて原子炉手動

トリップ 

8:22   
・１次冷却材漏えい量低減のため 

１次冷却材系統減圧開始 

8:35 

２７５ｋＶ４回線喪失 

・Ａ－ディーゼル発電機

トリップ 

・Ｂ－ディーゼル発電機

起動 

・Ａ－ディーゼル発電機

トリップ 

・Ｂ－ディーゼル発電機

起動 

・Ａ－ディーゼル発電機起動 

・Ｂ－ディーゼル発電機起動 

・１次冷却材漏えい量増加 

8:37   

・非常用炉心冷却装置作動信号手動

発信 

・Ｂ－高圧注入ポンプトリップ 

・Ａ－余熱除去ポンプトリップ 

8:39   
・主蒸気逃がし弁による１次系の 

冷却開始 

8:50   
・１次冷却材漏えい量増加（大破断

ＬＯＣＡ） 

9:05   

・Ｂ－ディーゼル発電機トリップ 

・Ｂ－余熱除去ポンプ停止 

【原災法第１０条事象】 

＜ＳＥ２１：原子炉冷却材漏えい時

における非常用炉心冷却装置に 

よる一部注水不能＞ 

9:10   
・代替非常用発電機によるＢ母線へ

の給電準備開始 

9:20 

・Ｂ－ディーゼル発電機

トリップ 

・全交流電源喪失 
 

・Ａ，Ｂ－代替非常用発電機起動時

トリップ 

・可搬型代替電源車によるＢ母線へ

の給電準備開始 

9:45 
・代替非常用発電機起動

および受電成功 
  

10:10   

・Ａ－高圧注入ポンプトリップ 

【原災法第１５条事象】 

＜ＧＥ２１：原子炉冷却材漏えい時

における非常用炉心冷却装置に 

よる注水不能＞ 

：訓練前提条件の範囲 
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５. 防災訓練の項目 

総合訓練 

 

６. 防災訓練の内容 

訓練の形式は実対応に近い状況下での組織対応能力を確認するため、事故情報・事故対応に携わる

全ての訓練プレイヤーに対して、シナリオ非提示型（ブラインド）として実施した。 

 

【発電所】 

《第１部訓練》 

（１）緊急時通報・連絡訓練 

（２）原子力災害対策本部設置訓練 

（３）環境放射線モニタリング訓練 

（４）退避誘導訓練 

（５）原子力災害医療訓練 

（６）シビアアクシデント対応訓練 

（７）緊急時対応訓練 

① 可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピット給水訓練 

② 緊急時対策所立上げ訓練 

③ 初期消火訓練 

（８）資機材輸送・取扱訓練 

《第２部訓練》 

（９）緊急時通報・連絡訓練 

 

【本店（東京支社を含む）】 

《第１部訓練》 

（１）緊急時通報・連絡訓練 

（２）原子力災害対策本部設置訓練 

① 本店対策本部設置訓練 

② ＥＲＣプラント班との情報共有訓練 

③ 広報活動訓練 

（３）原子力災害医療訓練 

（４）緊急時対応訓練 

① オフサイトセンターとの連携訓練 

② 原子力事業所災害対策支援拠点（後方支援拠点）との連携訓練 

③ 他電力支援拠点対応訓練 

④ 原子力事業者間協力協定に基づく連携訓練  

（５）原子力緊急事態支援組織対応訓練 

《第２部訓練》 

（６）原子力災害対策本部設置訓練 

① ＥＲＣプラント班との情報共有訓練 

 

７. 訓練結果の概要および評価 

各訓練の結果と評価は以下のとおり。 

 

《第１部訓練》 

（１） 緊急時通報・連絡訓練 

【発電所・本店】 

・発電所事務局長からの指示を受けた発電所事務局員は、発災事象の進展による警戒事態該当 

事象発生連絡（続報を含む）、原災法第１０条通報および原災法第２５条報告を実施した。 

・本店対策本部で活動する要員（以下、「本店対策本部要員」という。）は、発電所が発信した警

戒事態該当事象発生連絡（続報を含む）、原災法第 １０条通報および原災法第２５条報告に伴

う通報連絡文を社内関係箇所へ情報共有した。 

・発電所事務局員は、緊急事態の遷移の判断となる原災法第１０条該当事象の第１報送信（ＳＥ
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２４：第７報）を表３のとおり実施した。 

 

表３．緊急事態の遷移の判断となる通報実績（第１部訓練） 

 ＥＡＬ番号 
原子力防災管理者の 

判断時刻 
ＦＡＸ送信時刻 

ＦＡＸ送信までに 

要した時間 

１０条 
ＳＥ２４ 

（第７報） 
１５時２８分 １５時３４分 ６分 

 

＜評価＞ 

・発電所事務局員は、通報・連絡に係る手順に従い、原災法第１０条通報については、訂正報は

なく、記載内容に誤記、漏れ等なく発信できたことから、原災法第１０条通報の対応について

習熟が図られていることを確認した。 

・発電所事務局員は、通報・連絡に係る手順に従い、原災法第２５条報告については、事象の   

進展に応じ適切な間隔とタイミングで、記載内容に誤記、漏れ等なく発信できたことから、  

原災法第２５条報告の対応について習熟が図られていることを確認した。 

・本店対策本部要員は、受信した警戒事態該当事象発生連絡（続報を含む）、原災法第１０条通報

および原災法第２５条報告に伴う通報連絡文を印刷し、本店対策本部内へ配布するとともに、

スキャナーによるデータ共有を迅速に行えていることから、通報連絡文受信時の対応について、

習熟が図られていることを確認した。 

 

上記３点を踏まえ、発電所事務局員および本店対策本部要員は、原子力災害発生時の通報連絡

対応について習熟が図られていると評価する。 

 

（２） 原子力災害対策本部設置訓練 

【発電所】 

・原子力防災管理者は、原子力防災準備体制を発令し、緊急時対策所に発電所原子力災害対策  

本部（以下、「発電所対策本部」という。）を設置した。 

・発電所対策本部で活動する要員（以下、「発電所対策本部要員」という。）は、社内の情報共有

に必要なＴＶ会議システム、チャットシステム等の立ち上げ、通信設備の状態確認を実施した。 

・発電所対策本部要員は、事故・プラント状況を把握し、ＥＡＬ判断、事象進展予測、事故収束

戦略の立案した内容等を踏まえて活動した。また、これらの情報について、ＣＯＰ、チャット

システム等を活用し、情報共有を実施した。 

 

＜評価＞ 

・発電所対策本部要員は、緊急時対策所へ参集後、緊急時対策所の運用に係る手順に従い緊急時

対策所内のＴＶ会議システム、チャットシステム等の立上げおよび通信設備の確認を実施でき

たことから、当該システムの対応について習熟が図られていることを確認した。 

・発電所対策本部要員は、発電所対策本部の活動に係る手順に従い事故・プラント状況を把握し、

ＥＡＬ判断、事象進展予測、事故収束戦略の立案した内容等を踏まえて活動できており、戦略

立案方法が定着していることを確認した。また、これらの情報はＣＯＰ、チャットシステム等

を活用して本店と共有できており、情報共有ツールを活用した対応について習熟が図られてい

ることを確認した。 

一方で、アクセスルートに関する情報が主要な時系列を号機毎に入力する表（以下、「時系列 

３連表」という。）に入力されていなかったという気付き事項を抽出した。 

・発電所対策本部要員のうち交代要員は、本部要員活動表を活用し、漏れなく発電所対策本部内

の対応を行っており、交代要員でも問題なく対応できることを確認した。 

〔検証項目：１．（３）a．の確認〕 

・発電所対策本部要員は、見直した発話ルールにより、ＥＲＣ対応要員と戦略や対応手段に関す

る問合せ対応を支障なく行っており、ＥＲＣ対応要員との問合せ対応について改善が図られて

いることを確認した。 

〔検証項目：１．（３）d．および j．(a)の確認〕 

・発電所対策本部要員は、ＤＢ設備運転時における対応手段（２の矢、３の矢）の記載および   

対応状況に変化が生じた場合の「完了想定」の時刻修正について、見直したルールに基づき  
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適切に対応できており、ＣＯＰ２の運用性向上が図られていることを確認した。 

〔検証項目１．（３）j．(c)の確認〕 

・発電所対策本部要員の対応能力向上を促すため、以下のとおり訓練シナリオに工夫を加えて 

訓練を実施することで、非常用設備だけでなく常用系設備も含めた幅広い着眼点による戦略立

案能力の向上、従来より時間を掛け深く検討・議論することによる事故対処能力の向上および

不測の事態発生における状況確認・判断力の向上に繋がっていることを確認した。 

➢ ＧＥに至ることを求めない訓練（試行）として、「従来の訓練では復旧することのなかっ

た外部電源の復旧見込み」、「長期冷却手段の検討が必要となる常用系設備による蒸気発

生器への給水成功」、「３Ｂ母線停電要否の判断が必要となる３Ｂ－安全補機開閉器室の

火災警報発信（煙感知のみによる警報）」、「３号機ＳＧ直接給水用高圧ポンプの受電先

選択」および「可搬型大型送水ポンプ車での３号機蒸気発生器への給水準備」といった  

条件を付与した。これらの設定に対し発電所対策本部要員は、従来の訓練では使用しなか

った常用系設備を使用した戦略の立案および従来よりも時間を掛けた深い検討・議論が 

できた。 

➢ 計器の故障やパラメータ確認に係る人為的ミスをマルファンクションとして設定し、これ

ら不測の事態が発生した場合においても、プラント状況の正確な把握および戦略立案が 

必要となるシナリオとした。この設定に対し発電所対策本部要員は、代替パラメータに 

よるプラント状況の把握や人為的ミスの是正および戦略の立案ができた。 

〔検証項目：１．（３）g．の確認〕 

 

上記６点を踏まえ、発電所対策本部要員は、原子力災害発生時の対応について概ね習熟が図ら

れており、対応能力が向上していると評価する。 

なお、抽出した気付き事項に対しては、時系列３連表への入力漏れがないようアクセスルート

に関する情報をホワイトボードにも記載する運用とすることとし、今後の訓練を通じてさらな

る習熟を図っていく。 

 

【本店】 

① 本店対策本部設置訓練 

・本店は、発電所からの警戒事態該当事象発生連絡を受け、本店における原子力防災準備体制を

社長が発令し、初動対応要員である原子力事業統括部員、広報部員および総務部立地室員が 

即応センターに参集し、情報共有機器の接続を含めた初動対応を実施した。 

・本店は、発電所からの原災法第１０条該当事象発生の連絡を受け、本店における防災体制を  

本店対策本部長が発令し、本店対策本部を即応センターに設置した。また、初動対応要員以外

の対応要員が即応センターに参集し、原子力災害対策活動を実施した。 

・本店対策本部要員は、本店対策本部において、事故・プラント状況、ＥＡＬの発生状況、事象

進展予測、事故収束戦略と戦略の進捗状況等の情報共有を、ＣＯＰ、チャットシステム、通報

文、ＳＰＤＳ－Ｗｅｂ、ＥＲＣ備付け資料を活用して実施した。 

 

＜評価＞ 

・本店は、原子力防災準備体制および原子力応急事態体制の発令を受け、対応要員が即応センタ

ーに参集し、本店対策本部設置に係る手順に従い初動対応および原子力災害対策活動を行えて

おり、原子力災害発生時の対応について習熟が図られていることを確認した。 

・本店対策本部要員は、ＣＯＰ、チャットシステム等を活用して本店対策本部に情報提供できて

おり、情報共有ツールを活用した対応について習熟が図られていることを確認した。 

一方で、蒸気発生器の水位低下予測に関する情報提供に遅れがあったという気付き事項を抽出

した。 

・本店対策本部要員の一員であるプラント情報収集要員は、発電所対策本部で発話される情報を

基に更新されるＣＯＰの反映状況を確認するとともに、ＥＲＣ対応ブースを含め、本店即応セ

ンター内に対してタイムリーなＣＯＰの情報共有が行えており、ＣＯＰを支障なく共有できる

ことを確認した。 

〔検証項目：１．（３）f．の確認〕 

 

上記３点を踏まえ、本店対策本部要員は、原子力災害発生時の対応について概ね習熟が図られ
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ており、本店対策本部での情報共有が有効に機能していると評価する。 

なお、抽出した気付き事項に対しては、プラントパラメータから算出できる簡素な予測を行う

役割分担を明確にすることとし、今後の訓練を通じてさらなる習熟を図っていく。 

 

② ＥＲＣプラント班との情報共有訓練 

・本店対策本部要員の一員であるＥＲＣ対応要員は、発電所から入手した事故・プラントの状況、

ＥＡＬの発生状況、事象進展予測、事故収束戦略と戦略の進捗状況等について、統合原子力防

災ネットワーク（ＴＶ会議システム）を通じて、ＣＯＰ、ＥＲＳＳ、備付け資料を用い、ＥＲ

Ｃプラント班との情報共有および質疑応答を実施した。 

・原災法第１０条確認会議への対応を実施した。 

 

＜評価＞ 

・ＥＲＣ対応要員は、発電所から入手した事故・プラントの状況、ＥＡＬの発生状況、事象進展

予測、事故収束戦略と戦略の進捗状況等について、ＥＲＣプラント班に重要度・優先度を考慮

して説明できており、これまで事業者防災訓練でＥＲＣ対応の経験がない要員を一部配置して

も、見直したＥＲＣ対応要員の役割分担に基づく対応が機能していることを確認した。また、

ＣＯＰはＥＲＣプラント班へのタイムリーな説明に活用できており、様式・発行ルートを見直

したＣＯＰの共有方法に支障がないことを確認した。 

一方で、原子炉への注水戦略に影響する設備の機能喪失に関する情報など、一部の情報共有が

遅れたことや、事故収束に向けた全体的な戦略説明が不足したという問題点を抽出した。 

〔検証項目：１．（３）b．の確認〕 

・ＥＲＣ対応要員は、ＥＲＣプラント班への説明内容に合わせて、統合原子力防災ネットワーク

（ＴＶ会議システム）により共有する情報の切り替え（書画装置やＥＲＳＳ等）を円滑に行う

とともに、３号機プラントトリップ時には、止める（原子炉出力、制御棒の挿入）、冷やす   

（蒸気発生器による除熱、炉心冷却）等の観点で関連するプラントパラメータの挙動も含めた

情報共有が行えており、ＥＲＳＳを効果的に活用していることを確認した。 

〔検証項目：１．（３）c．の確認〕 

・ＥＲＣ対応要員であるシビアアクシデント対応に係るキーパーソンは、ＥＲＣオンサイト総括

からの原災法第１０条確認会議の招集に対して対応し、発生事象、戦略、事象収束の見込みに

ついて説明できており、適切かつ簡潔な情報提供が行えていることを確認した。 

・ＥＲＣ対応要員は、見直した発話ルールにより、発電所対策本部要員と戦略や対応手段に関す

る問合せ対応を支障なく行っており、発電所対策本部要員との問合せ対応について改善が図ら

れていることを確認した。 

〔検証項目：１．（３）d．および j．(a)の確認〕 

・ＥＲＣ対応要員は、ＥＲＣからの質問に対して、即応性の要否や事故収束戦略対応の有無を考

慮して適切な質問ルートを選択できることを確認した。また、電子データで共有する質問管理

表を活用し、ＥＲＣからの質問事項を正確に伝達することで、支障なくスムーズに対応できる

ことを確認した。 

〔検証項目：１．（３）e．および j．(b)の確認〕 

・他電力ベンチマーク・他電力訓練視察の結果から得られた知見を踏まえ、追加した備付け資料

（火災区画図）や新たに作成した様式（初動時や火災発生時）を活用することで、積極的に情

報提供するとともに、不足している情報の収集を漏れなく行えることを確認した。 

〔検証項目：１．（３）f．および j．(d)の確認〕 

 

上記６点を踏まえ、前回の総合訓練において抽出した改善事項のうち、ＥＲＣ対応要員に対す

る改善策が概ね機能していると評価する。 

なお、新たに抽出した問題点に対しては、以下のとおり改善を図る必要がある。 

➢ 原子力災害発生時に遅滞なく情報共有を行うために必要となる備付け資料の充実 

〔改善点：１０．①参照〕 

➢ 分かりやすい全体的な戦略説明を行うために必要となる対応の見直し 

〔改善点：１０．②参照〕 
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③ 広報活動訓練 

・本店対策本部要員は、本店対策本部において確認・補足した時系列３連表の情報に基づいて  

プレス文を作成した。 

・本店広報班員は、社外への情報公開および社内への情報共有として、訓練用ホームページに  

プレス文を実掲載した。また、ツイッターへの掲載データを作成し、掲載するまでの実施手順

の確認を行った。 

・模擬記者会見対応者は、社外プレーヤである報道関係者、他電力広報担当者および社内模擬  

記者が参加した模擬記者会見を本店社屋にて１回実施し、事故・プラント状況や住民避難など

の説明・質疑応答を行った。 

・本店広報班員は、ＥＲＣリエゾンを通じてＥＲＣ広報班（模擬）にプレス文の提供と内容確認、

模擬記者会見実施時間等の連絡を実施した。 

 

＜評価＞ 

・本店対策本部要員は、時系列３連表の情報に基づいてプレス文をタイムリーに作成できたこと

から、プレス文作成時の対応について習熟が図られていることを確認した。 

一方で、地震発生時のプレスリリースによる公表が通報連絡よりも先行したという気付き事項

を抽出した。 

・本店広報班員は、訓練用ホームページへのプレス文の掲載を３回実施するとともに、ツイッタ

ーへの掲載データもプレス文掲載タイミングに合わせて作成・掲載する手順の確認を行えてお

り、情報発信ツールを使用した広報活動に関する対応について習熟が図られていることを確認

した。 

・模擬記者会見対応者は、プラント全体概要図・電源概要図等の配布資料を用いて説明すると  

ともに、プラントの状況および住民避難などの厳しい質問に対しても返答を丁寧に行えており、

広報活動に関する対応が定着していることを確認した。 

・本店広報班員は、ＥＲＣリエゾンを通じたＥＲＣ広報班（模擬）へのプレス文の提供と模擬  

記者会見開始・終了時刻等の連絡をタイムリーに行うとともに、入手した国のプレス、会見  

情報を即応センター広報班に情報連携できており、ＥＲＣ広報班（模擬）との連携が定着して

いることを確認した。 

 

上記４点を踏まえ、本店対策本部要員は、原子力災害発生時の広報活動について概ね習熟が 

図られていると評価する。 

なお、抽出した気付き事項に対しては、同様な事象が発生しないよう手順へ反映することとし、

今後の訓練を通じてさらなる習熟を図っていく。 

 

（３） 環境放射線モニタリング訓練 

【発電所】 

・原災法第１０条該当事象の発生により、発電所放管班長からの指示を受けた発電所放管班員は、

可搬型モニタリングポストおよび気象観測設備の運搬・設置・測定準備を実施した。 

 

＜評価＞ 

・発電所放管班員は、環境放射線モニタリングに係る手順に従い、可搬型モニタリングポスト  

および気象観測設備の運搬・設置・測定準備を実施できたことから、原子力災害発生時の環境

放射線モニタリング対応について習熟が図られていると評価する。 

 

（４） 退避誘導訓練 

【発電所】 

・原災法第１０条該当事象の発生により、発電所業務支援班長は、各事象に応じた退避対象者  

区分に従った退避誘導の実施を発電所業務支援班員へ指示し、指示を受けた発電所業務支援班

員は、発電所構内から構外への退避誘導活動を実施した。 

 

＜評価＞ 

・発電所業務支援班長および発電所業務支援班員は、退避誘導に係る手順に従い、発電所構内  

から構外への退避誘導活動を実施できたことから、原子力災害発生時の退避誘導対応について
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習熟が図られていると評価する。 

 

（５） 原子力災害医療訓練 

【発電所・本店】 

・管理区域内での汚染を伴う傷病者の発生により、発電所業務支援班長および発電所放管班長 

からの指示を受けた発電所業務支援班員および発電所放管班員は、管理区域から緊急医療室へ

の傷病者の搬送、汚染検査、応急処置等の一連の傷病者対応を実施した。 

・本店対策本部要員は、発電所敷地内での医療活動が必要な事態が発生した場合に備え、公益財

団法人 原子力安全研究協会に対して、警戒事態該当事象発生時の医療スタッフ待機要請、およ

び原災法第１０条該当事象通報に伴う派遣要請を想定した対応を実施した。 

 

＜評価＞ 

・発電所業務支援班員および発電所放管班員は、傷病者対応に係る手順に従い、管理区域から  

緊急医療室への傷病者の搬送、汚染検査、応急処置等の一連の傷病者対応が実施できたこと 

から、傷病者対応について習熟が図られていることを確認した。 

一方で、発電所業務支援班員と発電所放管班員間の連携が一部不足したことにより、創傷部の

汚染検査で手戻りが発生したという気付き事項を抽出した。 

・本店対策本部要員は、公益財団法人 原子力安全研究協会に対して、警戒事態該当事象発生時の

医療スタッフ待機要請、および原災法第１０条該当事象通報に伴う派遣要請に必要な連絡様式

を作成し、連絡手順に従って対応できることを確認した。 

 

上記２点を踏まえ、発電所業務支援班員、発電所放管班員および本店対策本部要員は、原子力

災害発生時の傷病者対応について概ね習熟が図られていると評価する。 

なお、抽出した気付き事項に対しては、同様な事象が発生しないよう手順へ反映することとし、

今後の訓練を通じてさらなる習熟を図っていく。 

 

（６） シビアアクシデント対応訓練 

【発電所】 

・発電所技術班員は、緊急時対策所に配備されているシビアアクシデント対応に必要な資料等を

用い、プラント状況に応じた事象進展予測を実施し、発電所対策本部内へ報告した。 

 

＜評価＞ 

・発電所技術班員は、シビアアクシデント対応に係る手順に従い、プラント状況に応じた事象  

進展予測が実施できたことから、原子力災害発生時の対応について習熟が図られていると評価 

する。 

一方で、使用済燃料ピットの水位低下予測に一部評価誤りがあったという気付き事項を抽出 

したことから、評価ミスが発生しにくい計算シートのフォーマットに修正するとともに、予測 

結果の妥当性について報告前に発電所技術班内で確認する運用とすることとし、今後の訓練を

通じてさらなる習熟を図っていく。 

 

（７） 緊急時対応訓練 

【発電所】 

① 可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピット給水訓練 

・１号機の使用済燃料ピットゲートからの漏えい発生により、１・２号機発電課長（当直）から

の指示を受けた発電所運転班員（シビアアクシデント対応チーム）（以下、「ＳＡＴ」という。）

は、可搬型大型送水ポンプ車による給水を実施した。 

 

＜評価＞ 

・ＳＡＴは、可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピット給水に係る手順に従い対応できた

ことから、当該設備での給水対応について習熟が図られていることを確認した。 

・ＳＡＴの対応能力向上を促すため、可搬型大型送水ポンプ車のバッテリ上がりおよびホース 

継手の損傷発生のマルファンクションを付与した。これに対しＳＡＴは、付与した２つのマル

ファンクションに適切に対処し、可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピット給水準備作
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業が完了できたことから、不測の事態発生時における対応能力が向上していることを確認した。 

〔検証項目：１．（３）h．の確認〕 

 

上記２点を踏まえて、ＳＡＴは、原子力災害発生時の対応について習熟が図られており、対応

能力が向上していると評価する。 

 

② 緊急時対策所立上げ訓練 

・警戒事態該当事象の発生により、発電所事務局長からの指示を受けた発電所事務局員は、総合

管理事務所から緊急時対策所へ移動し、緊急時対策所発電機の起動および緊急時対策所可搬型

空気浄化装置の起動（模擬）ならびに緊急時対策所空気供給装置の起動準備を実施した。 

 

＜評価＞ 

・発電所事務局員は、緊急時対策所の立上げに係る手順に従い、緊急時対策所発電機の起動およ

び緊急時対策所可搬型空気浄化装置の起動（模擬）ならびに緊急時対策所空気供給装置の起動

準備を実施できたことから、原子力災害発生時の緊急時対策所立上げ対応について習熟が図ら

れていると評価する。 

 

③ 初期消火訓練 

・３Ａ－安全補機開閉器室での火災発生により、発電所事務局長からの指示を受けた発電所事務

局員は、火災現場に向かい火災の状況確認を行い、初期消火活動を実施した。 

 

＜評価＞ 

・発電所事務局員は、初期消火活動に係る手順に従い、初期消火活動を実施できたことから、  

原子力災害発生時の対応について習熟が図られていると評価する。 

 

【本店】 

① オフサイトセンターとの連携訓練 

・発電所対策本部は、施設敷地緊急事態該当事象発生後の原子力防災専門官の要請（模擬）を  

受けてから、プラントチーム要員、事業者ブース要員のオフサイトセンターへの派遣を連動 

して実施した。 

・発電所対策本部から派遣したプラントチーム要員および事業者ブース要員は、オフサイトセン

ターにおいて、緊急事態の遷移事象である原災法第１０条該当事象発生後に開催される現地 

事故対策連絡会議用のプラント状況資料を情報共有ツール（時系列３連表等）を活用して作成 

した。また、プラントチーム要員は、関係自治体および規制当局との連携を模擬して開催した

当該会議においてプラントチーム長代行としてプラント状況を説明するとともに、質疑応答を

実施した。 

・本店対策本部から派遣したオフサイトセンター事業者ブース要員は、発電所からの派遣要員が

オフサイトセンターに到着したことを本店対策本部に電話連絡するとともに、同ブースに配備

した社内テレビ会議を接続して情報連絡を実施した。また、情報共有ツール（チャットシステ

ム等）を活用することで、発電所からの派遣要員がオフサイトセンターに到着した時刻、当該

会議（模擬）の開始・終了時刻および当該会議用のプラント状況資料について情報連携を実施

した。 

 

＜評価＞ 

・発電所対策本部から派遣したプラントチーム要員および事業者ブース要員は、オフサイトセン

ターに到着後の限られた時間の中で、時系列３連表等を活用し、現地事故対策連絡会議用の 

プラント状況資料を作成できており、資料作成の対応が定着していることを確認した。また、

資料作成直後に開催した当該会議（模擬）においてもプラント状況の説明および質疑応答が 

できており、要員派遣時における対応能力が向上していることを確認した。 

〔検証項目：１．（３）ｉ．の確認〕 

・本店対策本部から派遣した事業者ブース要員は、本店対策本部との情報連携に係る手順に従い

同ブースに配備した社内テレビ会議システム、社内パソコン等の情報通信機器を使用した情報

連絡が行えており、情報連携について習熟が図られていることを確認した。 
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〔検証項目：１．（３）ｉ．の確認〕 

 

上記２点を踏まえ、発電所および本店から派遣したプラントチーム要員および事業者ブース 

要員は、原子力災害発生時のオフサイトセンターでの対応について習熟が図られており、資料 

作成方法および情報連携が有効に機能していると評価する。 

 

② 原子力事業所災害対策支援拠点（後方支援拠点）との連携訓練 

・本店対策本部は、本店における原子力応急事態体制発令後、原子力緊急事態発令に備え、候補

地の中から後方支援拠点を指定するための検討を実施した。 

・本店対策本部は、派遣場所や放射線管理資機材等の運搬などを想定して後方支援拠点派遣要員

と本店対策本部との実連絡を実施した。 

 

＜評価＞ 

・本店対策本部要員は、本店における原子力応急事態体制発令を受け、原子力緊急事態発令に  

備え、候補地の中から後方支援拠点を指定するために必要となる風向きや道路の通行止め情報

等の条件を考慮した検討が行えており、原子力災害時の対応について習熟が図られていること

を確認した。 

・本店対策本部要員は、後方支援拠点派遣要員との情報連絡を支援拠点運営に係る手順に従い 

実施できており、情報連携について習熟が図られていることを確認した。 

 

上記２点を踏まえ、本店対策本部要員は、原子力災害発生時の連絡対応について習熟が図られ

ていると評価する。 

 

③ 他電力支援拠点対応訓練 

・本店対策本部要員は、他電力支援拠点（江別市）に要員を派遣し、電話およびチャットシステ

ムを用いて本店対策本部と他電力支援拠点との間で、他電力支援拠点開設指示、本店対策本部

から他電力支援拠点への派遣要員到着時刻、他電力要員の到着予定時刻および人数の情報連絡

を実施した。 

 

＜評価＞ 

・本店対策本部要員は、他電力支援拠点との情報連絡を支援拠点運営に係る手順に従い電話およ

びチャットシステムを用いて実施できたことから、原子力災害発生時の連絡対応について習熟

が図られていると評価する。 

 

④ 原子力事業者間協力協定に基づく連携訓練 

・本店対策本部要員は、原子力事業者間協力協定に基づき、発電所が発災した場合の幹事会社 

（日本原燃株式会社）に対して、警戒事態該当事象発生時の情報連絡、および原災法第１０条

該当事象通報に伴う協力要請を実連絡で実施した。 

 

＜評価＞ 

・本店対策本部要員は、原子力事業者間協力協定に基づく幹事会社との情報連絡および協力要請

を社外支援要請に係る手順に従い実施できたことから、原子力災害発生時の連絡対応について

習熟が図られていると評価する。 

 

（８） 原子力緊急事態支援組織対応訓練（情報連絡） 

【本店】 

・本店対策本部要員は、原災法第１０条該当事象通報時における原子力緊急事態支援組織（美浜

町）への情報連絡を実連絡で実施するとともに、その内容を時系列３連表へ記入することで、

発電所対策本部との情報共有を行った。 

 

＜評価＞ 

・本店対策本部要員は、原子力緊急事態支援組織への原災法第１０条該当事象通報時の情報連絡

を社外支援要請に係る手順に従い実施できたことから、原子力災害発生時の支援組織の連絡 
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対応について習熟が図られていると評価する。 

 

（９） 資機材輸送・取扱訓練 

【発電所】 

・発電所事務局長からの指示を受けた発電所放管班長および発電所業務支援班長は、それぞれの

班員に対して、可搬型モニタリングポスト等のオフサイトセンターへの運搬、引渡しを指示 

した。 

・発電所放管班員は、可搬型モニタリングポスト等を運搬車両に搬入し、発電所業務支援班員へ

の受け渡しを実施した。 

・発電所業務支援班員は、運搬車両にてオフサイトセンターまで可搬型モニタリングポスト等を

運搬した。 

 

＜評価＞ 

・発電所放管班員および発電所業務支援班員は、資機材の搬送に係る手順に従い、可搬型モニタ

リングポスト等のオフサイトセンターへの運搬、引渡しが実施できたことから、原子力災害 

発生時の所外への資機材運搬対応について習熟が図られていると評価する。 

 

《第２部訓練》 

（１０） 緊急時通報・連絡訓練 

【発電所】 

・発電所事務局長からの指示を受けた発電所事務局員は、発災事象の進展による原災法第１０条

通報を実施するとともに、ＥＲＣに対して着信確認を実施した。 

・発電所事務局員は、緊急事態の遷移の判断となる原災法第１５条事象該当事象の第１報送信 

（ＧＥ２１：第８報）を表４のとおり実施した。 

 

表４．緊急事態の遷移の判断となる通報実績（第２部訓練） 

 ＥＡＬ番号 
原子力防災管理者の 

判断時刻 
ＦＡＸ送信時刻 

ＦＡＸ送信までに 

要した時間 

１５条 
ＧＥ２１ 

（第８報） 
１０時１０分 １０時１９分 ９分 

 

＜評価＞ 

・発電所事務局員は、通報・連絡に係る手順に従い、原災法第１０条通報については、訂正報は

なく、記載内容に誤記、漏れ等なく発信するとともに、ＥＲＣに対して着信確認できたこと  

から、原災法第１０条通報の対応について習熟が図られていると評価する。 

〔検証項目：１．（３）k．の確認〕 

 

（１１） 原子力災害対策本部設置訓練 

【本店】 

① ＥＲＣプラント班との情報共有訓練 

・ＥＲＣ対応要員は、発電所から入手した事故・プラントの状況、ＥＡＬの発生状況、事象進展

予測、事故収束戦略と戦略の進捗状況等について、統合原子力防災ネットワーク（ＴＶ会議シ

ステム）を通じて、ＣＯＰ、備付け資料を用い、ＥＲＣプラント班との情報共有および質疑  

応答を実施した。 

・ＥＲＣ対応要員は、原災法第１５条認定会議への対応を実施した。 

 

＜評価＞ 

・ＥＲＣ対応要員は、発電所から入手した事故・プラントの状況、ＥＡＬの発生状況等について

の情報を収集し、速やかに説明できており、ＥＲＣとの情報共有が適切に行えていることを 

確認した。 

・ＥＲＣ対応要員のうちシビアアクシデント対応に係るキーパーソンは、ＥＲＣオンサイト総括

からの原災法第１５条認定会議の招集に対して対応し、発生事象、戦略、事象収束の見込みの

他に、事象進展予測も説明できており、適切かつ簡潔な情報提供が行えていることを確認した。 
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〔検証項目：１．（３）l．の確認〕 

 

上記２点を踏まえ、ＥＲＣ対応要員は、原災法第１５条該当事象発生時の連絡対応について 

習熟が図られていると評価する。 

 

８. 前回の総合訓練において抽出した改善点への取り組み 

前回の総合訓練（２０２１年１１月２６日実施）において抽出した主な改善点への取り組み状況を

表５に示す。 

なお、改善点⑤については、ＧＥに至ることを求めない訓練の試行に伴い、総合訓練での検証が 

できない事項であったため、社内で実施した要素訓練において確認した結果を示す。 

 

表５．前回の総合訓練において抽出した主な改善点への取り組み状況 

前回の総合訓練（２０２１年１１月２６日実施） 

において抽出した主な問題、課題、原因 
今回の総合訓練における取り組み状況 

① 発話内容の明確化【発電所、本店】 

＜問題＞ 

a-1．本店（ＥＲＣ対応要員）は、発電所対策本部  

要員に対して、「新たな対応手段を提案し、その

回答を貰う」意図で伝えるべきところ、「他の 

対応手段は何があるのか」と本来の意図とは 

異なる発話をしたため、発電所対策本部要員に

「他の対応手段を確認し、回答すればよい」と

解釈された。 

a-2．発電所（発電所対策本部要員）は、ＥＲＣ対応

要員からの電源戦略における対応手段の準備

開始の質問に対して、「母線給電中においては

着手できる作業はない」と回答すべきところ、

「できることはやる」と回答したため、ＥＲＣ

対応要員に「準備作業に着手する」と解釈され

た。 

＜課題＞ 

a. 戦略や対応手段に関するＥＲＣ対応要員と 

発電所対策本部要員との発話は、発話者が伝え

るべき内容の意図を理解した上で、主語・目的

等を明確に伝達すべき。 

 

＜原因＞ 

a. ＥＲＣ対応要員と発電所対策本部要員間の 

情報伝達の際に、双方が伝達する相手も同じ 

理解であるとの前提で、伝えるべき内容の意図

を十分に確認せずに内容を省いて発話してし

まった。 

＜対策＞ 

a. 戦略や対応手段に関するＥＲＣ対応要員と 

発電所対策本部要員との発話は、発話者が伝え

るべき内容の意図を理解した上で、主語・目的

が明確に伝わるよう、発話ルールの見直し等を

行うとともに、教育・要素訓練により力量向上・

習熟を図る 

 ＜評価＞ 

・発電所対策本部要員およびＥＲＣ対応要員は、 

見直した発話ルールにより、相互に戦略や対応 

手段に関する問合せ対応を支障なく行っており、

同対応について改善が図られていると評価する。 

〔完了〕 

本報告書の記載箇所 

・７.（２）原子力災害対策本部設置訓練【発電所・

本店】 

〔検証項目：１．（３）j．(a)の確認〕 
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前回の総合訓練（２０２１年１１月２６日実施） 

において抽出した主な問題、課題、原因 
今回の総合訓練における取り組み状況 

② 質問事項に対する伝達ルート・処理方法の見直し

【本店】 

＜問題＞ 

a. ＥＲＣプラント班からの質問対応において、 

一部のＥＲＣ対応要員に処理が集中し過ぎた 

ことから、本店から発電所へタイムリーに質問

事項を伝達することができなかった。 

＜課題＞ 

a. ＥＲＣプラント班からの質問事項は、一部の 

ＥＲＣ対応要員に処理が偏らないように内容を

整理し、発電所へ確実に伝達できるルート・  

処理方法を検討すべき。 

 

＜原因＞ 

a. ＥＲＣ対応要員は、本店と発電所との認識に 

行き違いが生じたため、ＣＯＰ２への戦略反映

が行われず、ＥＲＣプラント班からの問合せが

続き、その対応に注力したことで、他の質問  

事項の振り分けを適切に行えず、一つ一つ確実

な対応ができなかった。 

＜対策＞ 

a. ＥＲＣプラント班からの質問事項を発電所へ 

確実に伝達するため、役割や配置等を含めた 

伝達ルート・処理方法の見直しを行い、説明性

の向上を図る。 

 ＜評価＞ 

・ＥＲＣ対応要員は、ＥＲＣからの質問に対して、 

即応性の要否や事故収束戦略対応の有無を考慮 

して適切な質問ルートを選択できることを確認 

した。また、電子データで共有する質問管理表を 

活用し、ＥＲＣからの質問事項を正確に伝達する

ことで、支障なくスムーズに対応できており、説明

性の向上が図られていると評価する。 

〔完了〕 

本報告書の記載箇所 

・７. （２）原子力災害対策本部設置訓練【本店】 

〔検証項目：１．（３）j．(b)の確認〕 



 

17 

 

前回の総合訓練（２０２１年１１月２６日実施） 

において抽出した主な問題、課題、原因 
今回の総合訓練における取り組み状況 

③ ＣＯＰ２の運用性向上【発電所、本店】 

＜問題＞ 

a. ＤＢ設備運転時における対応手段（２の矢、３

の矢）の記載が不足していた。 

b. 各対応手段の「完了想定」の時刻欄が、状況の

変化（作業の遅延等）が発生しても、記載の  

修正がされなかった。 

＜課題＞ 

a. ＤＢ設備運転時における対応手段の示し方を 

検討すべき。 

b. 状況の変化が生じた場合に、「完了想定」の時刻

が修正できるＣＯＰ２の入力フォーマットへ 

見直すべき。 

 

＜原因＞ 

a. ＤＢ設備運転時における対応手段の記載ルール

がなかった。 

 

 

 

 

 

b. ＣＯＰ２の入力フォーマットは、「完了想定」の

時刻欄を自動計算する様式であったため、状況

の変化に応じた時刻変更ができなかった。 

＜対策＞ 

a. ＤＢ設備運転時における対応手段（２の矢、３の

矢）の示し方は、対応手段が現時点で運転中の 

設備のみとならないよう、それ以外に対応可能

な設備を記載する条件等を見直し、ＣＯＰ２の

記載ルールをマニュアルに反映するとともに、

教育・要素訓練によりＣＯＰ２作成者の力量 

向上・習熟を図る。 

b. 状況の変化が生じた場合においても、「完了  

想定」の時刻が修正できるようにＣＯＰ２の 

入力フォーマットを見直すとともに、教育・要素

訓練によりＣＯＰ２作成者の力量向上・習熟を

図る。 

 ＜評価＞ 

・発電所対策本部要員は、ＤＢ設備運転時における

対応手段（２の矢、３の矢）の記載および対応状況

に変化が生じた場合の「完了想定」の時刻修正に 

ついて、見直したルールに基づき適切に対応でき

ており、ＣＯＰ２の運用性向上が図られていると

評価する。 

〔完了〕 

本報告書の記載箇所 

・７.（２）原子力災害対策本部設置訓練【発電所】 

〔検証項目：１．（３）j．(c)の確認〕 
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前回の総合訓練（２０２１年１１月２６日実施） 

において抽出した主な問題、課題、原因 
今回の総合訓練における取り組み状況 

④ 他電力訓練から得られる知見を活用した説明性

の向上【本店】 

＜問題＞ 

a. ＥＲＣプラント班に提供すべき情報の不足や 

そのタイミングに遅れがあった。 

＜課題＞ 

a. 他電力訓練から得られる知見を活用し、ＥＲＣ

プラント班に提供すべき情報の整理を行い、 

提供内容やタイミングについて再検討すべき。 

 

＜原因＞ 

a. 他電力からの評価、他電力訓練の対応状況等 

から得られる知見の反映やＥＲＣプラント班の

ニーズを把握できていなかったため、ＥＲＣ 

プラント班に対して、国等が行う住民避難に 

関する対応等を考慮した前広な情報提供や伝わ

りやすく提供する認識が不足していた。 

＜対策＞ 

a-1．他電力訓練から得られる知見を活用し、国等

が行う住民避難に関する対応等を考慮して 

前広に提供すべき情報（戦略や対応手段等）

や発生した事象に応じて提供すべき情報 

（初動や火災発生時等）を整理する。 

a-2．整理した情報は、発電所に確認することなく

本店から提供することを基本とし、ＥＲＣ 

プラント班と情報提供すべき内容やタイミン

グ等の見直しを行い、説明性の向上を図る。 

 ＜評価＞ 

・他電力ベンチマーク・他電力訓練視察の結果から

得られた知見を踏まえ、戦略や対応手段を取り纏

めた整理表の他に、火災区画図等を備付け資料に

追加した。また、初動時や火災発生時に必要となる

情報を収集するための新たな様式を作成した。 

・追加した備付け資料や新たに作成した様式を活用

することで、積極的に情報提供するとともに、不足

している情報の収集が漏れなく確認することが 

でき、説明性の向上が図られていると評価する。 

〔完了〕 

本報告書の記載箇所 

・７．（２）原子力災害対策本部設置訓練【本店】 

〔検証項目：１．（３）j．(d)の確認〕 
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前回の総合訓練（２０２１年１１月２６日実施） 

において抽出した主な問題、課題、原因 
今回の総合訓練における取り組み状況 

⑤ 原災法第２５条報告における放射性物質の放出

見通し等の記載タイミングの見直し【発電所】 

＜問題＞ 

a. 原災法第２５条報告における放射性物質の放出

見通し等の記載が一部不足した。 

＜課題＞ 

a. 適切なタイミングで放射性物質の放出見通し等

を記載できるよう原災法第２５条報告の記載 

マニュアルを見直すべき。 

b. 原災法第２５条記載マニュアルの対応につい

て、作成者の習熟を図るべき。 

 

＜原因＞ 

a. 原災法第２５条報告記載マニュアルで定める 

放射性物質の見通し等を判断するタイミングが

過度に保守的となる場合があった。 

b. 原災法第２５条報告へ放射性物質の放出見通し

を記載するタイミングについて、作成者の認識

が曖昧であった。 

＜対策＞ 

a. 放射性物質の見通し等を記載する適切なタイミ

ングについて検討し、原災法第２５条報告記載

マニュアルを見直す。 

b. 教育・要素訓練により、原災法第２５条報告記載

マニュアルの対応について、作成者の習熟を 

図る。 

 ＜評価＞ 

・発電所事務局員は、放射性物質の放出見通し等を

記載するタイミングに係る原災法第２５条報告 

記載マニュアルの見直し内容について、教育・要素

訓練によって概ね対応できており、習熟が図られ

たと評価する。 

・ただし、要素訓練の結果、放射性物質の放出見通し

等の記載のタイミングに関して、場合によっては

なお過度に保守的となる状況が確認されたこと 

から、原災法第２５条報告記載マニュアルのさら

なる見直しについて、要素訓練における改善点と

して継続して改善を図る必要がある。 

〔完了〕 

本報告書の記載箇所 

・添付資料３ 別添 １．緊急時通報・連絡訓練 
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９. 達成目標および訓練目的に対する評価 

 今回の訓練目的である「原子力災害が発生した状況下において、発電所および本店の原子力防災 

組織が有効に機能していることを確認するとともに、事故対応能力の向上を図る」のうち、「事故対

応能力の向上を図る」について、２０２２年度重点的に取り組む項目として達成目標を設定した。 

 達成目標および訓練目的に対する評価は以下のとおり。 

 

（１）達成目標に対する評価 

《第１部訓練》 

a． 「本部要員活動表（発電所対策本部の各本部要員の活動内容を整理した表）を活用し、交代

要員でも対応できること。」 

発電所対策本部要員は、交代要員を含め、本部要員活動表を活用し、発電所対策本部内で

実施すべき対応を漏れなく実施できたことから、本達成目標は達成できたと評価する。 

 

b． 「ＥＲＣ対応者を拡充し、対応できること。」 

ＥＲＣ対応要員は、これまで事業者防災訓練でＥＲＣ対応の経験がない要員を一部配置 

しても必要な情報提供が実施できたことから、本達成目標は達成できたと評価する。 

 

c． 「ＥＲＳＳを使用した情報共有（ＥＲＣ－本店）が定着していること。」 

ＥＲＣ対応要員は、プラント状態や特定事象の進展に合わせてＥＲＳＳを使用し、設備の

運転状態や関連するプラントパラメータの挙動を情報共有する対応が定着していることから、

本達成目標は達成できたと評価する。 

 

d． 「戦略や対応手段に関するＥＲＣ対応要員と発電所対策本部要員との発話ルールを検討、 

確立すること。」 

発電所対策本部要員およびＥＲＣ対応要員は、見直した発話ルールにより、相互に戦略や

対応手段に関する問合せ対応を支障なく実施できたことから、本達成目標は達成できたと 

評価する。 

 

e． 「ＥＲＣからの質問事項の伝達ルート・処理方法を検討、運用することにより、発電所を  

含めた対応箇所へ確実に伝達し、適切に回答できること。」 

ＥＲＣ対応要員は、ＥＲＣからの質問に対して、即応性の要否や事故収束戦略対応の有無

を考慮して適切な質問ルートを選択できた。また、電子データで共有する質問管理表を活用

し、ＥＲＣからの質問事項を正確に伝達することで、支障なくスムーズに対応できたこと  

から、本達成目標は達成できたと評価する。 

 

f． 「発電所と本店間で事故の進展予測および収束対応戦略に関する基本的な共通認識を深め、

情報共有ツール（ＣＯＰ、チャットシステム）の充実を図り、極力発電所に確認すること   

なく、ＥＲＣへの情報提供が遅滞なく行えること。」 

ＥＲＣ対応要員は、他電力ベンチマーク・他電力訓練視察の結果を踏まえ、追加した備付

け資料（火災区画図）や新たに作成した様式（初動時や火災発生時）を活用することで、積極

的に情報提供するとともに、不足している情報の収集を漏れなく行えたことから、本達成  

目標は達成できたと評価する。 

 

g． 「戦略に影響する不測の事態（計器の故障、人為的ミス等）が発生した場合に対応できる  

こと。」 

発電所対策本部要員は、計器の故障やパラメータ確認に係る人為的ミスが発生した場合に

おいても、代替パラメータによるプラントの状況把握や、人為的ミスの是正ができ、適切な

戦略の立案を実施できたことから、本達成目標は達成できたと評価する。 
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h． 「現場において不測の事態（複数の現場マルファンクション）が発生した場合に対応できる

こと。」 

ＳＡＴは、現場での可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピット給水準備中において

発生した複数の現場マルファンクションに対し適切に対応できたことから、本達成目標は 

達成できたと評価する。 

 

i． 「オフサイトセンターにおける関係自治体および規制当局との連携または連携を想定し、 

合同対策協議会等の会議体へ適切に情報提供ができること。」 

発電所対策本部からオフサイトセンターに派遣した要員は、現地事故対策連絡会議用の 

プラント状況資料を作成し、関係自治体および規制当局との連携を模擬して開催した当該 

会議において、プラントの状況説明および質疑応答を実施できたことから、本達成目標は  

達成できたと評価する。 

 

j． 「これまでの訓練から抽出した改善点が改善されていること。」 

前回の総合訓練において抽出した改善点は、「８．前回の総合訓練において抽出した改善

点への取り組み」のとおり概ね改善を図ることができたことから、本達成目標は概ね達成  

できたと評価する。 

 

《第２部訓練》 

k． 「原災法第１５条事象に係る通報について、適切かつ迅速に実施できること。」 

発電所事務局員は、通報・連絡に係る手順に従い、原災法第１５条事象に係る通報・連絡に

ついて、適切かつ迅速に実施できたことから、本達成目標は達成できたと評価する。 

 

l． 「原災法第１５条事象認定会議において、適切かつ簡潔に説明できること。」 

ＥＲＣ対応要員は、原災法第１５条該当事象と判断するために必要となる情報を速やかに

収集し、原災法第１５条認定会議での対応も適切かつ簡潔に実施できたことから、本達成  

目標は達成できたと評価する。 

 

（２）訓練目的に対する評価 

 今回の訓練目的について、以下の項目を確認したことから、今回想定した原子力災害において、

訓練目的を概ね達成できたと評価する。 

・今回想定した原子力災害において、「７．訓練結果の概要および評価」のとおり発電所および

本店の各組織は、原子力災害発生時におけるそれぞれの役割を果たし、概ね良好に対応する

ことができたことから、訓練目的のうち「原子力防災組織が有効に機能していること」を  

確認した。 

・今回想定した原子力災害において、「９．（１）達成目標に対する評価」のとおり２０２２年

度重点的に取り組む項目として設定した達成目標を概ね達成できたことから、訓練目的の 

うち「事故対応能力の向上を図ること」を確認した。 

・ただし、今回の総合訓練において抽出した改善点は、今後改善を図る必要がある。 

 〔改善点：１０．①～②参照〕 

 

１０. 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

今回の総合訓練において抽出した主な改善点を表６に示す。 
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表６．今回の総合訓練において抽出した主な改善点 

今回の総合訓練において 

抽出した主な問題、課題、原因 
対 策 

① 原子力災害発生時に遅滞なく情報共有を行うた

めに必要となる備付け資料の充実【本店】 

＜問題＞ 

a. ＥＲＣ対応要員がＥＲＣへ説明する際、発生 

した事象（主蒸気管漏えい）の概要説明を容易に

行うための資料が備付け資料に含まれていなか

った。 

＜課題＞ 

a. 発生した事象を容易に説明するために必要と 

なるプラント概要図等の資料は、備付け資料と

して整備する必要がある。  

 

＜原因＞ 

a. 今回発生した主蒸気管漏えいに関する事象に 

ついては、現状整備している備付け資料やＣＯ

Ｐへの手書きに加え、プラントの詳細系統図も

活用して説明できると考えていたことから、 

概要説明を容易に行える資料を準備していなか

った。 

 

本報告書の記載箇所 

・７．（２）原子力災害対策本部設置訓練【本店】② 

＜対策＞ 

a. 備付け資料には、発生した事象を容易に説明 

できるプラント概要図等を整備し、教育・訓練に

より有効性を確認することで、充実を図ってい

く。 
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今回の総合訓練において 

抽出した主な問題、課題、原因 
対 策 

② 分かりやすい全体的な戦略説明を行うために必

要となる対応の見直し【本店】 

＜問題＞ 

a. 戦略に関するＣＯＰの説明において、変更箇所

の説明が中心となってしまい、全体的な戦略 

説明が不足した。 

＜課題＞ 

a. 戦略に関する情報は、全体的な戦略を分かりや

すく説明する必要がある。 

 

＜原因＞ 

a. 全てのＣＯＰについては、ＥＲＣ対応要員と 

本店対策要員の説明内容に齟齬が発生しない 

よう、原則手書きによる情報更新は実施しない

活用方法としていた。また、戦略に関するＣＯＰ

の情報更新は、戦略変更に合わせて行うため、 

更新・発行の頻度が多く、ＥＲＣへの説明に使用

していないものがあった。そのため、前回説明 

した内容からの変更箇所を把握するのに時間が

掛かり、全体的な戦略説明の時間が確保できな

かった。 

b. ＥＲＣへの情報提供は、書画装置により画面 

共有しながら行うことで説明性を向上させる 

運用としていたが、戦略に関するＣＯＰは記載

されている情報量が多く文字が小さいこと  

から、説明箇所毎に拡大して表示する必要が 

あり、戦略の全体像を視覚的に示しながら説明

することができず、分かりにくい説明となった。 

 

本報告書の記載箇所 

・７．（２）原子力災害対策本部設置訓練【本店】② 

＜対策＞ 

a. 戦略に関するＣＯＰは、定期的な発行に頻度を

見直し、全体的な戦略説明を行う際に活用する。

また、ＥＲＣへの情報提供が必要な場合には、 

手書きでＣＯＰの情報を更新し、変更箇所のみ

を説明する。 

b. 戦略に関するＣＯＰを説明する際には、書画 

装置に戦略の優先順位と対応手段を表示し、 

戦略の選定根拠は口頭で補足する等、説明方法

を検討するとともに、全体的な戦略が把握し 

やすいよう見やすさ・分かりやすさを考慮して

ＣＯＰの見直しを図る。 

 

以 上 
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防災訓練の結果の概要（要素訓練） 

 

１．訓練の目的 

本訓練は、「泊発電所 原子力事業者防災業務計画 第２章 第７節 第１項 社内における訓練」

に基づき実施する訓練であり、手順書等の適用性や要員・資機材確認等の検証を行い、手順等の  

習熟および改善を図るものである。 

 

２．実施期間および対象施設 

（１）実施期間 

２０２１年１２月１日（水）  ～  ２０２３年１月３１日（火） 

（２）対象施設 

泊発電所１、２、３号機 

 

３．実施体制、評価体制および参加人数 

（１）実施体制 

訓練毎に訓練責任者および訓練担当者を定めて実施した。詳細は「別添」に記載のとおり。 

（２）評価体制 

定められた手順どおりに訓練が実施されたかを訓練評価者等が評価した。 

（３）参加人数 

「別添」に記載のとおり。 

 

４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

（１）緊急時通報・連絡訓練 

警戒事態該当事象、原災法第１０条事象および原災法第１５条事象が発生し、通報連絡が必要

となる状況を想定した。 

（２）原子力災害対策本部設置訓練（模擬原子力規制庁緊急時対応センター（以下、「模擬ＥＲＣ」

という。）プラント班との情報共有に係る訓練を含む） 

警戒事態該当事象、原災法第１０条事象および原災法第１５条事象が発生し、原子力災害対策

本部の設置が必要となる状況を想定した。 

（３）環境放射線モニタリング訓練 

放射性物質放出により敷地内の放射線または空気中の放射能濃度上昇の可能性があり、モニタ

リング等が必要となる状況を想定した。 

（４）退避誘導訓練 

原子力災害の発生により、泊発電所構内にいる作業者等の退避が必要となる状況を想定した。 

（５）原子力災害医療訓練 

原子力災害発生時に、管理区域内で傷病者が発生し、医療対応が必要となる状況を想定した。 

（６）シビアアクシデント対応訓練 

シビアアクシデントの発生により、事象進展予測等が必要となる状況を想定した。 

 

 

添付資料３ 
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（７）緊急時対応訓練 

①初期消火訓練 

原子力災害発生時に、構内で火災が発生し、初期消火対応が必要となる状況を想定した。 

②運転班・機械工作班・電気工作班が実施した緊急時対応訓練 

シビアアクシデントの発生により、運転操作等の対応が必要となる状況を想定した。 

③軽油汲み上げ・配油訓練 

代替非常用発電機、可搬型大型送水ポンプ車等が稼働し、給油が必要となる状況を想定した。 

④その他訓練 

シビアアクシデントの発生により、対応が必要となる状況を想定した。 

（８）原子力緊急事態支援組織対応訓練 

原子力緊急事態支援センターの資機材（遠隔操作ロボット等）による対応が必要となる状況を

想定した。 

（９）資機材輸送・取扱訓練 

原子力災害の発生により、自治体から資機材の貸与要請を受け、泊発電所から資機材を運搬 

する必要がある状況を想定した。 

 

５．防災訓練の項目 

要素訓練 

 

６．防災訓練の内容 

（１）緊急時通報・連絡訓練 

（２）原子力災害対策本部設置訓練 

（３）環境放射線モニタリング訓練 

（４）退避誘導訓練 

（５）原子力災害医療訓練 

（６）シビアアクシデント対応訓練 

（７）緊急時対応訓練 

①初期消火訓練 

②運転班・機械工作班・電気工作班が実施した緊急時対応訓練 

③軽油汲み上げ・配油訓練 

④その他訓練 

（８）原子力緊急事態支援組織対応訓練 

（９）資機材輸送・取扱訓練 

 

７．訓練結果の概要 

各要素訓練の結果の概要は「別添」に記載のとおり。 

 

８．訓練の評価 

各要素訓練の評価結果は「別添」に記載のとおり。 
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９．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

各要素訓練における改善点および今後に向けた改善点は「別添」に記載のとおり。 

 

≪別添≫ 

・要素訓練結果の概要 

 

以  上 

 



別添 

要素訓練結果の概要 

1 

 

 

１．緊急時通報・連絡訓練（訓練実施日：２０２２年１１月９日、２０２３年１月１２日、参加人数：２９名） 

概 要 
実施体制 

（①訓練責任者、②訓練担当者） 

評価結果

※ 
当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

・警戒事態、施設敷地緊急

事態および全面緊急 

事態に該当する事象の

発生を想定した連絡、 

通報等および着信確認

を実施 

【泊発電所】 

①運営課長 

②運営課員、原子力教育センタ

ー員、原子力安全・品質保証

室員 

 

【本店】 

①原子力部長 

②原子力事業統括部員、総務部

立地室員 

良 

■２５条報告へ放射性物質の放出 

見通しを記載するタイミングが 

過度に保守的であったことから、

適切な記載のタイミングについて

検討し、通報文記載マニュアルへ

反映した。 

■２５条報告へ放射性物質の放出見通

しを記載するタイミングについて、

左記のとおり見直したものの、要素

訓練結果を踏まえ、なお保守的な 

タイミングとなってしまう状況が 

確認されたことから、さらなる改善

のため、再度マニュアルの見直しに

ついて検討する。 

■今後も継続して訓練を行い、さらな

る習熟を図る。 

※通報・連絡に係る手順どおりに実施できているか等の評価基準に基づき評価



 

要素訓練結果の概要 
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２．原子力災害対策本部設置訓練（模擬ＥＲＣプラント班との情報共有に係る訓練を含む） 

（訓練実施日：２０２２年１１月９日、１２月２０日、２０２３年１月１２日、参加人数：３４６名） 

概 要 
実施体制 

（①訓練責任者、②訓練担当者） 

評価結果 

※ 
当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

・原子力災害対策本部の 

設置、ＥＡＬ判断、本店

－発電所間の連絡調整

等を実施 

・総合管理事務所からの 

緊急時対策所への参集

を実施 

・原子力施設事態即応セン

ターから模擬ＥＲＣプ

ラント班へのプラント

情報提供を実施 

・新規制基準未適合炉に 

おいて特定事象の発生

を伴う訓練を実施 

【泊発電所】 

①運営課長 

②発電所長、所長代理、次長、

各課（室）長、各課（室、セ

ンター）員 

 

【本店】 

①原子力部長 

②原子力事業統括部員、各室部

員 

良 

■模擬ＥＲＣに対する書画装置を

活用した説明は、伝送している 

映像が安定するまでの時間を 

考慮し、先方に映り方を確認する

対応が徹底されていることを 

確認した。 

■発電所で入手した情報が齟齬 

なく、迅速に反映できるよう発行

ルートを見直したＣＯＰは、記載

内容に誤記等があった場合の 

問合せルートが整理されていな

かったため、発電所および本店 

対策本部要員の役割を明確化 

した。 

■今後も継続して訓練を行い、さらな

る習熟を図る。 

※緊急時対策所の運用に係る手順どおりに実施できているか等の評価基準に基づき評価 

 

３．環境放射線モニタリング訓練（２０２２年１月２１日～２０２２年１２月１４日の期間内で計３３回実施、参加人数：１１２名） 

概 要 
実施体制 

（①訓練責任者、②訓練担当者） 

評価結果

※ 
当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

・可搬型モニタリングポス

ト、可搬型気象観測設備

の配備および空間放射

線量率測定を実施 

①安全管理課長 

②安全管理課員、協力会社員 
良 

■可搬型モニタリングポストの固定

脚の固定用ネジを、工具を要する

取付金具から手締めが可能な蝶 

ネジへ変更し、作業の簡素化を 

図った。 

■今後も継続して訓練を行い、さらな

る習熟を図る。 

※環境放射線モニタリングに係る手順どおりに実施できているか等の評価基準に基づき評価 
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４．退避誘導訓練（２０２１年１２月２日～２０２２年１１月９日の期間内で計６回実施、参加人数：３１名） 

概 要 
実施体制 

（①訓練責任者、②訓練担当者） 

評価結果 

※ 
当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

・退避誘導を行う際の所定

の集合場所の確認を 

実施 

・ミッドループ運転中に 

原子力災害が発生した

想定で、格納容器からの

作業員の退避および 

退避先までの誘導を 

実施（退避者数：７６名） 

①総務課長 

②総務課員 
良 ■特になし 

■今後も継続して訓練を行い、さらな

る習熟を図る。 

※退避誘導に係る手順どおりに実施できているか等の評価基準に基づき評価 

 

５．原子力災害医療訓練（２０２２年５月２５日～２０２３年１月１２日の期間内で計７回実施、参加人数：４８名） 

概 要 
実施体制 

（①訓練責任者、②訓練担当者） 

評価結果 

※ 
当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

・汚染傷病者の搬送および

傷病者の汚染検査、除染

等を行うとともに、搬送

時の汚染拡大防止措置

を実施 

・公益財団法人原子力安全

研究協会との原子力災

害医療情報の収集・提供

等の連携、医療スタッフ

の派遣要請連絡等を 

実施 

【泊発電所】 

①労務安全課長 

②労務安全課員 

 

【本店】 

①原子力部長 

②原子力事業統括部員 

良 ■特になし 

■応急医療室前のスロープが滑りやす

い状況であったため、滑り止めテー

プの貼付など、対策を検討する。 

■今後も継続して訓練を行い、さらな

る習熟を図る。 

※傷病者対応に係る手順どおりに実施できているか等の評価基準に基づき評価 
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６．シビアアクシデント対応訓練（２０２２年２月９日～２０２３年１月１２日の期間内で計１１回実施、参加人数：１４４名） 

概 要 
実施体制 

（①訓練責任者、②訓練担当者） 

評価結果

※ 
当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

・事故事象の進展予測およ

び事故収束へ向けた 

対策案の立案等を実施 

①防災・安全対策室課長 

②技術課員、防災・安全対策室

員、保全計画課員 

良 ■特になし 
■今後も継続して訓練を行い、さらな

る習熟を図る。 

※シビアアクシデント対応に係る手順どおりに実施できているか等の評価基準に基づき評価 

 

７．緊急時対応訓練 

①初期消火訓練（２０２２年１月７日～２０２３年１月３１日の期間内で計１０２回実施、参加人数：５０３名） 

概 要 
実施体制 

（①訓練責任者、②訓練担当者） 

評価結果

※ 
当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

・消火に使用する車両の 

操作、消防車を使用した

放水、防護具着用等を 

実施 

①運営課長 

②各課（室）員、協力会社員 
良 

■消火要員は、ガラスバッジおよび

ポケット線量計の装着忘れを防止

するため、装着後、他の要員と  

相互で確認を行う運用とした。 

■今後も継続して訓練を行い、さらな

る習熟を図る。 

※初期消火活動に係る手順どおりに実施できているか等の評価基準に基づき評価
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②運転班・機械工作班・電気工作班が実施した緊急時対応訓練 

（２０２１年１２月１日～２０２３年１月３１日の期間内で計８００回実施、参加人数４,１５１名）          

概 要 
実施体制 

（①訓練責任者、②訓練担当者） 

評価結果

※ 
当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

【発電室】 

・個別作業訓練として、  

弁操作、ホース敷設、  

フランジ接続等を実施 

・個別手順訓練として、  

中央制御室換気系の空気

作動ダンパ開操作手順、

可搬型大型送水ポンプ車

による代替炉心注水の 

ための系統構成手順、 

タービン動補助給水ポン

プ現場手動操作による 

蒸気発生器への注水  

手順、主蒸気逃がし弁 

現場手動操作によるＲＣ

Ｓ減圧手順等を実施 

 

【電気保修課、制御保修課、

機械保修課】 

・可搬型代替電源車給電 

作業等を実施 

・大型送水ポンプ車の操作

およびツインスター 

着脱操作等を実施 

①発電室長、機械保修課長、電

気保修課長、制御保修課長 

②発電室員、機械保修課員、電

気保修課員、制御保修課員、

協力会社員 

良 

 

 

■特になし 

 

 

 

■今後も継続して訓練を行い、さらな

る習熟を図る。 

※各機能班の緊急時対応に係る手順どおりに実施できているか等の評価基準に基づき評価 
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③軽油汲み上げ・配油訓練（２０２１年１２月１４日～２０２１年１２月１６日の期間内で計６回実施、参加人数：１４１名） 

概 要 
実施体制 

（①訓練責任者、②訓練担当者） 

評価結果

※ 
当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

・ディーゼル発電機の燃料

油貯油槽からの軽油汲

み上げ手順確認、ホース

敷設を実施 

・可搬型ＳＡ設備への補給

を実施 

①運営課長 

②運営課員、原子力教育センタ

ー員、原子力安全・品質保証

室員 

良 ■特になし 
■今後も継続して訓練を行い、さらな

る習熟を図る。 

※軽油汲み上げ・配油に係る手順どおりに実施できているか等の評価基準に基づき評価 

 
④その他訓練（２０２１年１２月７日～２０２３年１月２６日の期間内で計６１２回実施、参加人数：３，７５８名） 

概 要 
実施体制 

（①訓練責任者、②訓練担当者） 
評価結果
※ 

当該期間中の改善点 
今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

・大津波警報発令時の初動

対応、水密扉の閉止等を

実施 

①施設防護課長 

②協力会社員 
良 ■特になし 

■今後も継続して訓練を行い、さらな

る習熟を図る。 

・構内アクセスルートの 

確認のための構内道路

補修作業等を実施 

①土木建築課長 

②土木建築課員、協力会社員 
良 ■特になし 

■今後も継続して訓練を行い、さらな

る習熟を図る。 

・緊急時対策所用発電機 

および換気空調設備 

立上げを実施 

・全交流電源喪失時の緊急

時対策所給電用発電機

のケーブル接続等を 

実施 

①運営課長 

②運営課員、原子力教育センタ

ー員、原子力安全・品質保証

室員、協力会社員 

良 ■特になし 
■今後も継続して訓練を行い、さらな

る習熟を図る。 
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概 要 
実施体制 

（①訓練責任者、②訓練担当者） 
評価結果
※ 

当該期間中の改善点 
今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

・候補地の中から後方支援

拠点を決定するための

諸条件確認、決定した 

拠点との情報連携等を

実施（訓練実施日：  

２０２３年１月１２日） 

①原子力部長 

②原子力事業統括部員 
良 ■特になし 

■今後も継続して訓練を行い、さらな

る習熟を図る。 

※各機能班の緊急時対応に係る手順どおりに実施できているか等の評価基準に基づき評価 

 

８．原子力緊急事態支援組織対応訓練（２０２１年１２月１日～２０２２年１０月１４日の期間内で計１１回実施、参加人数：６８名） 

概 要 
実施体制 

（①訓練責任者、②訓練担当者） 
評価結果
※ 

当該期間中の改善点 
今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

・原子力緊急事態支援セン

ターの資機材（遠隔操作

ロボット等）の輸送情報

等の連携、放射線管理、

遠隔操作ロボット等の

操作等を実施 

【泊発電所】 

①防災・安全対策室長 

②各課（室、センター）員 

 

【本店】 

①原子燃料サイクルＧＬ 

②原子力事業統括部員、各室部

員 

良 ■特になし 
■今後も継続して訓練を行い、さらな

る習熟を図る。 

※支援拠点運営に係る手順どおりに実施できているか等の評価基準に基づき評価 
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９．資機材輸送・取扱訓練（２０２１年１２月２日～２０２２年１１月９日の期間内で計６回実施、参加人数：２８名） 

概 要 
実施体制 

（①訓練責任者、②訓練担当者） 
評価結果
※ 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

・資機材輸送先である 

後方支援拠点の場所 

および通行ルートの 

確認を実施 

・資機材の車両への積載

等を実施 

①総務課長 

②総務課員 
良 ■特になし 

■資機材輸送中の車内で資機材同士

が動いて接触していたため、対策と

して資機材固縛用ベルトの配備に

ついて検討する。 

■今後も継続して訓練を行い、さらな

る習熟を図る。 

※資機材の搬送に係る手順どおりに実施できているか等の評価基準に基づき評価 



評価結果について

○○電力
●●発電所

指標1 指標2 指標3 指標4 指標5 指標6 指標7 指標8 指標9 指標10 指標11

A A AAAA A A A A A A A A

【訓練の概要】
難易度や能力向上の観点からどの様な訓練が実施されたか記載

【主な良好事例や課題・対策】
・課題： 事業者から届出があった訓練結果報告における主要な課題を記載

対策： 上記課題に対する主要な対策を記載
・規制庁コメント（良好事例含む）： 良好事例を含めて規制庁からのコメントを記載

【総評】
規制庁による全体的な評価結果を記載

左から順に指標3-1～3-4の評価結果

指標１ 情報共有のための情報フロー
指標２ ERCプラント班との情報共有

指標３

３－１ プラント情報表示システムの使用（ＥＲＳＳ等を使用した訓練の実施）
３－２ リエゾンの活動
３－３ COPの活用
３－４ ERC備付け資料の活用

指標４
確実な通報・連絡の実施

①通報文の正確性 ②ＥＡＬ判断根拠の説明 ③１０条確認会議等の対応 ④第２５条報告

指標５ 前回までの訓練の訓練課題を踏まえた訓練実施計画等の策定
指標６ シナリオの多様化・難度
指標７ 現場実動訓練の実施

指標８
広報活動

①ＥＲＣ広報班と連動したプレス対応 ②記者等の社外プレーヤの参加 ③他原子力事業者広報担当等の社外プレーヤの参加 ④模擬記者会見の実施
⑤情報発信ツールを使った外部への情報発信

指標９ 後方支援活動
①原子力事業者間の支援活動 ②原子力事業所災害対策支援拠点との連動 ③原子力緊急事態支援組織との連動

指標１０ 訓練への視察など
①他原子力事業者への視察 ②自社訓練の視察受入れ ③ピアレビュー等の受入れ ④他原子力事業者の現場実動訓練への視察

指標１１ 訓練結果の自己評価・分析
①問題点から課題の抽出 ②原因分析 ③原因分析結果を踏まえた対策

発電所毎の評価結果の記載内容

各評価指標の概要

H2015045
テキストボックス
参考資料

H2015045
テキストボックス
原子力規制委員会「第15回原子力事業者防災訓練報告会」(令和5年7月26日)資料より抜粋



北海道電力
泊発電所

指標1 指標2 指標3 指標4 指標5 指標6 指標7 指標8 指標9 指標10 指標11

A B AABA A A A A A A A A

【訓練の概要】
緊急時対応の実効性を向上させるための２部制訓練に取組み、ＧＥに至ることを求めないシナリオ（第１部訓練）

では対策本部・指揮者がより判断に悩ませるよう適切な時間的猶予を与え、判断分岐等を設定することで、ＳＡ設備
や常用系設備を組み合わせ、より幅広い着眼点による戦略立案や判断を行ったほか、事故シナリオと連動した現場実
動訓練（マルファンクション付与有り）など、難度の高い訓練が実施された。

【主な良好事例や課題・対策】
・課題：戦略に関するCOPの説明において、変更箇所の説明が中心となり、全体的な戦略説明が不足した。

対策：書画装置に戦略の優先順位と対応手段を表示し、戦略の選定根拠は口頭補足する等、説明方法を検討する。
また、全体的な戦略が把握しやすいよう見やすさ・分かりやすさを考慮してＣＯＰの見直しを図る。

・規制庁コメント（良好事例含む）：事象進展に関する事後報告が目立った。
【総評】

緊急時対応の実効性を向上させるための２部制訓練に積極的に取り組んでおり、訓練は概ね適切に実施され、各重
点項目の実施内容の対応および課題改善策が有効であったと認められる。

東北電力
東通原子力発電所

指標1 指標2 指標3 指標4 指標5 指標6 指標7 指標8 指標9 指標10 指標11
A A AAAA A A A A A A A A

【訓練の概要】
注水機能確保、除熱機能確保、電源機能確保の各場面において、プレーヤに設備喪失、復旧状況が変化していく状

況において対応・戦略優先順位に係る判断を迫り、緊急時対応能力の向上に資する訓練が実施された。
【主な良好事例や課題・対策】
・課題：ＥＲＣ対応ブースの発話者は、今回の訓練でＥＲＣへの情報連携は円滑に実施することができた。一方で、

ＥＲＣ対応者は、人事異動による要員変更も見据えて計画的に育成する必要がある。
対策：ＥＲＣ発話者の育成プランを策定する。育成プランに基づき要員を人選し、計画的な能力の向上を図る。

・規制庁コメント（良好事例含む）：リエゾンの活動が迅速かつ丁寧であった。
【総評】

訓練は概ね適切に実施され、住民避難への影響を考慮した周辺の他原子力事業者との情報共有の改善、ＥＲＣへの
情報発信の改善、２５条報告の記載充実化に係る改善などについて、有効であったと認められる。 7
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